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議案第２０号資料 

鶴ヶ島市手数料条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

事務の種類 金額 

１～４２ 略 略 

４３ 都市の低炭素化の

促進に関する法律（平

成２４年法律第８４号）

第５３条第１項の規定

に基づく低炭素建築物

新築等計画の認定の申

請に対する審査（次項

に規定する審査を除く。） 

次に掲げる額を合算し

て得た額 

(1) 低炭素建築物新

築等計画が都市の

低炭素化の促進に

関する法律第５４

条第１項各号に掲

げる基準に適合し

ていることを示す

書類又はこれに類

する書類として市

長が別に定めるも

のが提出された場

合 

 ア 略 

イ 住宅用途を含

む建築物の住宅

部分 次に掲げ

る区分に応じそ

れぞれ次に定め

る額 

 (ｱ) 床面積の合計   

が３００平方メ

ートル未満のも

の １１，００

０円 

 

 

 

(ｲ) 床面積の合計

が３００平方メ

ートル以上のも

の ２３，００

０円 

事務の種類 金額 

１～４２ 略 略 

４３ 都市の低炭素化の

促進に関する法律（平

成２４年法律第８４号）

第５３条第１項の規定

に基づく低炭素建築物

新築等計画の認定の申

請に対する審査（次項

に規定する審査を除く。） 

次に掲げる額を合算し

て得た額 

(1) 低炭素建築物新

築等計画が都市の

低炭素化の促進に

関する法律第５４

条第１項各号に掲

げる基準に適合し

ていることを示す

書類又はこれに類

する書類として市

長が別に定めるも

のが提出された場

合 

ア 略 

イ 住宅用途を含

む建築物の住戸

部分 次に掲げ

る区分に応じそ

れぞれ次に定め

る額 

 (ｱ) 申請に係る一

の建築物の住戸

数（以下この項

及び４５の項に

おいて「住戸数」

という。）が１

戸のもの ５，

０００円 

(ｲ) 住戸数が１戸

を超え５戸以内

のもの １０，

０００円 
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ウ 非住宅用途を含 

む建築物の非住宅

部分 次に掲げる

区分に応じそれぞ

れ次に定める額 

 

 

(ｱ) 床面積の合計  

 が３００平方メ  

 ートル未満のも  

 の １１，００  

 ０円 

(ｲ) 床面積の合計 

が３００平方メ

ートル以上のも

の １９，００

０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 前号以外の場合で、 

 建築物エネルギー消

費性能基準等を定め

る省令（平成２８年

経済産業省・国土交

通省令第１号。以下

「基準省令」という。）

第１０条第２号イ（１）

及びロ（１）に定め

る基準に適合するも

の 

 ア 一戸建ての住宅 

  次に掲げる区分

に応じそれぞれ次

に定める額 

(ｳ) 住戸数が５戸 

を超え１０戸以 

内のもの １８ 

，０００円 

(ｴ) 住戸数が１０  

戸を超えるもの   

 ３１，０００

円 

  ウ 住宅用途を含む 

建築物（住戸部分

を除く。）及び非 

住宅建築物 次に 

   掲げる区分に応じ 

   それぞれ次に定め  

   る額 

(ｱ) 床面積の合計 

が３００平方メ

ートル以内のも

の １０，００

０円 

(ｲ) 床面積の合計 

が３００平方メ

ートルを超える

もの １９，０

００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 前号以外の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ア 一戸建ての住宅   

   ３８，０００円 
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 (ｱ) 床面積の合計 

 が２００平方メ

ートル未満のも

の ４０，００

０円 

(ｲ) 床面積の合計

が２００平方メ

ートル以上のも

の ４４，００

０円 

 イ 住宅用途を含む  

  建築物の住宅部分   

   次に掲げる区分  

  に応じそれぞれ次  

  に定める額 

  (ｱ) 床面積の合計 

 が３００平方メ

ートル未満のも

の ８０，００

０円 

   (ｲ) 床面積の合計 

が３００平方メ

ートル以上のも

の １３５，０

００円 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 第１号以外の場合

で、基準省令第１０

条第２号イ（２）及

びロ（２）に定める

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 住宅用途を含む  

  建築物の住戸部分   

   次に掲げる区分  

  に応じそれぞれ次  

  に定める額 

  (ｱ) 住戸数が１戸 

 のもの ３８，

０００円 

 

 

   (ｲ) 住戸数が１戸 

を超え５戸以内

のもの ６６，

０００円 

 

  (ｳ) 住戸数が５戸 

 を超え１０戸以

内のもの ９６

，０００円 

  (ｴ) 住戸数が１０ 

 戸を超えるもの 

 １４０，００ 

０円 

 ウ 共同住宅の共用 

部分 １１１，０ 

００円 
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基準に適合するもの 

 ア 一戸建ての住宅  

 次に掲げる区分 

に応じそれぞれ次 

に定める額 

 (ｱ) 床面積の合計 

 が２００平方メ

ートル未満のも

の ２０，００

０円 

(ｲ) 床面積の合計

が２００平方メ

ートル以上のも

の ２２，００

０円 

イ 住宅用途を含む

建築物の住宅部分  

  次に掲げる区分

に応じそれぞれ次

に定める額 

(ｱ) 床面積の合計

が３００平方メ

ートル未満のも

の ３８，００

０円 

(ｲ) 床面積の合計

が３００平方メ

ートル以上のも

の ６６，００

０円 

(4) 第１号以外の場合

で、基準省令第１０

条第１号イ（１）及

びロ（１）に定める

基準に適合する非住

宅用途を含む建築物

の非住宅部分 次に

掲げる区分に応じそ

れぞれ次に定める額 

ア 床面積の合計が

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 住宅用途を含む

建築物の住宅用途

以外の部分及び非

住宅建築物（オに

掲げる場合を除く。）  

  次に掲げる区分

に応じそれぞれ次

に定める額 

 

(ｱ) 床面積の合計  
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３００平方メート

ル未満のもの ２

６７，０００円 

 

イ 床面積の合計が  

３００平方メート

ル以上のもの ３

３４，０００円 

 

(5) 第１号以外の場合

で、基準省令第１０

条第１号イ（２）及

びロ（２）に定める

基準に適合する非住

宅用途を含む建築物

の非住宅部分 次に

掲げる区分に応じそ

れぞれ次に定める額 

ア 床面積の合計が

３００平方メート

ル未満のもの １

０２，０００円 

 

イ 床面積の合計が

３００平方メート

ル以上のもの １

３０，０００円 

 

４４ 略 略 

４５ 都市の低炭素化の   

 促進に関する法律第５  

 ５条第１項の規定に基 

 づく低炭素建築物新築 

 等計画の変更の認定の  

 申請に対する審査（次 

 項に規定する審査を除 

 く。） 

 

 

 

次に掲げる額を合算して

得た額 

 (1) 変更後の低炭素建 

  築物新築等計画が都 

  市の低炭素化の促進  

  に関する法律第５４  

  条第１項各号に掲げ  

  る基準に適合してい  

  ることを示す書類又 

  はこれに類する書類 

  として市長が別に定 

が３００平方メ

ートル以内のも

の ２５０，０

００円 

(ｲ) 床面積の合計

が３００平方メ

ートルを超える

もの ３１７，

０００円 

オ 住宅用途を含む

建築物の住宅用途

以外の部分及び非

住宅建築物（市長

が別に定める場合

に限る。） 次に

掲げる区分に応じ

それぞれ次に定め

る額 

(ｱ) 床面積の合計

が３００平方メ

ートル以内のも

の ９１，００

０円 

(ｲ) 床面積の合計

が３００平方メ

ートルを超える

もの １１８，

０００円 

４４ 略 略 

４５ 都市の低炭素化の

促進に関する法律第５

５条第１項の規定に基

づく低炭素建築物新築

等計画の変更の認定の

申請に対する審査（次

項に規定する審査を除

く。） 

 

 

 

次に掲げる額を合算して

得た額 

 (1) 変更後の低炭素建 

  築物新築等計画が都 

  市の低炭素化の促進  

  に関する法律第５４  

  条第１項各号に掲げ  

  る基準に適合してい  

  ることを示す書類又 

  はこれに類する書類 

  として市長が別に定 
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  めるものが提出され  

  た場合 

  ア 略 

  イ 住宅用途を含む   

   建築物の住宅部分   

    次に掲げる区分

に応じそれぞれ次

に定める額 

  (ｱ) 床面積の合計

が３００平方メ

ートル未満のも

の ５，５００

円 

  (ｲ) 床面積の合計 

が３００平方メ

ートル以上のも

の １１，５０

０円 

    

 

 

 

 

 

 

 

  ウ 非住宅用途を含

む建築物の非住宅

部分 次に掲げる

区分に応じそれぞ

れ次に定める額 

 

 

  (ｱ) 床面積の合計 

が３００平方メ

ートル未満のも

の ５，５００

円 

  (ｲ) 床面積の合計

が３００平方メ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  めるものが提出され  

  た場合 

  ア 略 

  イ 住宅用途を含む   

   建築物の住戸部分   

    次に掲げる区分

に応じそれぞれ次

に定める額 

  (ｱ) 住戸数が１戸

のもの ２，５

００円 

 

 

  (ｲ) 住戸数が１戸

を超え５戸以内

のもの ５，０

００円 

 

  (ｳ) 住戸数が５戸

を超え１０戸以

内のもの ９，

０００円 

  (ｴ) 住戸数が１０

戸を超えるもの   

    １５，５００

円 

  ウ 住宅用途を含む

建築物（住戸部分

を除く。）及び非

住宅建築物 次に

掲げる区分に応じ

それぞれ次に定め

る額 

  (ｱ) 床面積の合計 

が３００平方メ

ートル以内のも

の ５，０００

円 

  (ｲ) 床面積の合計

が３００平方メ
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ートル以上のも

の ９，５００

円 

  (2) 前号以外の場合で、

基準省令第１０条第

２号イ（１）及びロ

（１）に定める基準

に適合するもの 

  ア 一戸建ての住宅   

 次に掲げる区分

に応じそれぞれ次

に定める額 

(ｱ) 床面積の合計 

が２００平方メ

ートル未満のも

の ２０，００

０円 

(ｲ) 床面積の合計 

が２００平方メ

ートル以上のも

の ２２，００

０円 

  イ 住宅用途を含む  

   建築物の住宅部分  

    次に掲げる区分

に応じそれぞれ次

に定める額 

  (ｱ) 床面積の合計

が３００平方メ

ートル未満のも

の ４０，００

０円 

  (ｲ) 床面積の合計

が３００平方メ

ートル以上のも

の ６７，５０

０円 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ートルを超える

もの ９，５０

０円 

 (2) 前号以外の場合 

 

 

 

 

  ア 一戸建ての住宅   

    １９，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 住宅用途を含む  

   建築物の住戸部分  

    次に掲げる区分

に応じそれぞれ次

に定める額 

  (ｱ) 住戸数が１戸

のもの １９，

０００円 

 

 

  (ｲ) 住戸数が１戸

を超え５戸以内

のもの ３３，

０００円 

 

  (ｳ) 住戸数が５戸

を超え１０戸以

内のもの ４８
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(3) 第１号以外の場合 

で、基準省令第１０

条第２号イ（２）及

びロ（２）に定める

基準に適合するもの 

ア 一戸建ての住宅  

 次に掲げる区分

に応じそれぞれ次

に定める額 

(ｱ) 床面積の合計 

が２００平方メ

ートル未満のも

の １０，００

０円 

(ｲ) 床面積の合計 

が２００平方メ

ートル以上のも

の １１，００

０円 

イ 住宅用途を含む 

建築物の住宅部分 

 次に掲げる区分

に応じそれぞれ次

に定める額 

(ｱ) 床面積の合計 

が３００平方メ

ートル未満のも

の １９，００

０円 

(ｲ) 床面積の合計 

が３００平方メ

ートル以上のも

 

 

 

 

 

 

，０００円 

  (ｴ) 住戸数が１０

戸を超えるもの   

    ７０，０００

円 

  ウ 共同住宅の共用

部分 ５５，５０

０円 
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の ３３，００

０円 

(4) 第１号以外の場合 

で、基準省令第１０

条第１号イ（１）及

びロ（１）に定める

基準に適合する非住

宅用途を含む建築物

の非住宅部分 次に

掲げる区分に応じそ

れぞれ次に定める額 

ア 床面積の合計が 

３００平方メート

ル未満のもの １

３３，５００円 

 

イ 床面積の合計が 

３００平方メート

ル以上のもの １

６７，０００円 

 

(5) 第１号以外の場合 

で、基準省令第１０

条第１号イ（２）及

びロ（２）に定める

基準に適合する非住

宅用途を含む建築物

の非住宅部分 次に

掲げる区分に応じそ

れぞれ次に定める額 

ア 床面積の合計が 

３００平方メート

ル未満のもの ５

１，０００円 

 

イ 床面積の合計が 

３００平方メート

ル以上のもの ６

５，０００円 

 

 

 

エ 住宅用途を含む 

建築物の住宅用途

以外の部分及び非

住宅建築物（オに

掲げる場合を除く。） 

 次に掲げる区分

に応じそれぞれ次

に定める額 

 

(ｱ) 床面積の合計 

が３００平方メ

ートル以内のも

の １２５，０

００円 

(ｲ) 床面積の合計 

が３００平方メ

ートルを超える

もの １５８，

５００円 

オ 住宅用途を含む 

建築物の住宅用途

以外の部分及び非

住宅建築物（市長

が別に定める場合

に限る。） 次に

掲げる区分に応じ

それぞれ次に定め

る額 

(ｱ) 床面積の合計 

が３００平方メ

ートル以内のも

の ４５，５０

０円 

   (ｲ) 床面積の合計  

が３００平方メ

ートルを超える

もの ５９，０

００円 
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４６ 略 略 

４６の２ 建築物のエネ 

ルギー消費性能の向上

に関する法律（平成２

７年法律第５３号。以

下「建築物省エネ法」

という。）第１２条第

１項若しくは第２項又

は第１３条第２項若し

くは第３項の規定に基

づく建築物エネルギー

消費性能適合性判定 

(1) 略 

(2) 建築物省エネ法第  

１２条第１項又は第

１３条第２項の規定

による場合（（１）

アに掲げる場合を除

く。） 

ア 基準省令第１条 

第１項第１号イに

定める基準に適合

するもの 次に掲

げる区分に応じそ

れぞれ次に定める

額 

 

 

 

 

 

 

(ｱ)～(ｲ) 略 

イ 略 

 (3) 略 

４７ 建築物省エネ法第 

３４条第１項の規定に

基づく建築物エネルギ

ー消費性能向上計画の

認定の申請に対する審

査（次項に規定する審

査を除く。） 

一の建築物ごとに次に掲

げる額を合算して得た額 

(1) 建築物省エネ法第 

３５条第１項各号に

掲げる基準に適合し

ていることを示す書

類又はこれに類する

書類として市長が別

に定めるものが提出

された場合 

 ア 略 

 イ 住宅用途を含む 

建築物の住宅部分   

 次に掲げる区分

に応じそれぞれ次

に定める額 

４６ 略 略 

４６の２ 建築物のエネ

ルギー消費性能の向上

に関する法律（平成２

７年法律第５３号。以

下「建築物省エネ法」

という。）第１２条第

１項若しくは第２項又

は第１３条第２項若し

くは第３項の規定に基

づく建築物エネルギー

消費性能適合性判定 

(1) 略 

(2) 建築物省エネ法第  

１２条第１項又は第

１３条第２項の規定

による場合（（１）

アに掲げる場合を除

く。） 

ア 建築物エネルギ 

ー消費性能基準等

を定める省令（平

成２８年経済産業

省・国土交通省令

第１号。以下「基

準省令」という。）

第１条第１項第１

号イに定める基準

に適合するもの 

次に掲げる区分に

応じそれぞれ次に

定める額 

(ｱ)～(ｲ) 略 

イ 略 

(3) 略 

４７ 建築物省エネ法第

３４条第１項の規定に

基づく建築物エネルギ

ー消費性能向上計画の

認定の申請に対する審

査（次項に規定する審

査を除く。） 

一の建築物ごとに次に掲

げる額を合算して得た額 

(1) 建築物省エネ法第 

３５条第１項各号に

掲げる基準に適合し

ていることを示す書

類又はこれに類する

書類として市長が別

に定めるものが提出

された場合 

ア 略 

イ 住宅用途を含む 

建築物の住宅部分   

 次に掲げる区分

に応じそれぞれ次

に定める額 
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(ｱ) 床面積（市長 

が別に定める建

築物については、

共用部分の床面

積を除く。（イ）

及び第２号イ並

びに５１の項第

１号イ、第２号

イ及び第３号イ

において同じ。）

の合計が３００

平方メートル未

満のもの １１

，０００円 

(ｲ) 略 

ウ 略 

(2) 前号以外の場合で、 

基準省令第１０条第

２号イ（１）及びロ

（１）に定める基準

に適合するもの 

ア～イ 略 

(3) 第１号以外の場合 

で、基準省令第１０

条第２号イ（２）及

びロ（２）に定める

基準に適合するもの 

ア 一戸建ての住宅 

 次に掲げる区分

に応じそれぞれ次

に定める額 

(ｱ) 床面積の合計 

が２００平方メ

ートル未満のも

の ２０，００

０円 

(ｲ) 床面積の合計 

が２００平方メ

ートル以上のも

の ２２，００

(ｱ) 床面積（市長 

が別に定める建

築物については、

共用部分の床面

積を除く。（イ）

及び第２号イ並

びに５１の項第

１号イ及び第２

号イにおいて同

じ。）の合計が

３００平方メー

トル未満のもの  

 １１，０００

円 

(ｲ) 略 

ウ 略 

(2) 前号以外の場合で、 

基準省令第１０条第

２号イ及びロに定め

る基準に適合するも

の 

ア～イ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

０円 

イ 住宅用途を含む 

建築物の住宅部分 

 次に掲げる区分

に応じそれぞれ次

に定める額 

(ｱ) 床面積の合計  

が３００平方メ

ートル未満のも

の ３８，００

０円 

(ｲ) 床面積の合計 

が３００平方メ

ートル以上のも

の ６６，００

０円 

(4) 略 

(5) 略 

４８～５０ 略 略 

５１ 建築物省エネ法第 

４１条第１項の規定に

基づく建築物エネルギ

ー消費性能に係る認定

の申請に対する審査 

次に掲げる額を合算して

得た額 

(1)～(2) 略 

(3) 第１号以外の場合 

で、基準省令第１条

第１項第２号イ（２）

及びロ（２）又は同

号イ（３）及びロ（３）

に定める基準に適合

するもの 

ア 略 

イ 住宅用途を含む 

建築物の住宅部分   

 次に掲げる区分

に応じそれぞれ次

に定める額 

(ｱ) 床面積の合計 

が３００平方メ

ートル未満のも

の ３８，００

０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 略 

(4) 略 

４８～５０ 略 略 

５１ 建築物省エネ法第

４１条第１項の規定に

基づく建築物エネルギ

ー消費性能に係る認定

の申請に対する審査 

次に掲げる額を合算して

得た額 

(1)～(2) 略 

(3) 第１号以外の場合 

で、基準省令第１条

第１項第２号イ（２）

及びロ（２）又は同

号イ（３）及びロ（３）

に定める基準に適合

するもの 

ア 略 

イ 住宅用途を含む 

建築物の住宅部分   

 次に掲げる区分

に応じそれぞれ次

に定める額 

(ｱ) 床面積（市長 

が別に定める建

築物については、

共用部分の床面

積を除く。（イ）
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(ｲ) 略 

(4)～(5) 略 

５１の２～６８ 略 略 

備考 略  
 

において同じ。）

の合計が３００

平方メートル未

満のもの ３８

，０００円 

(ｲ) 略 

(4)～(5) 略 

５１の２～６８ 略 略 

備考 略  
 

  

  

 


